
 

 

 

 

 

 

国土審議会運営規則第３条に基づく事案の概要 

（第 22 回 国土審議会 水資源開発分科会） 

 

国土交通省水管理・国土保全局水資源部 

 

１．分科会について 

 日  時： 令和３年６月 28 日（月） 

 開催方法： 書面による議事（書面開催） 

 

 

２．事案の概要 

〔概要〕 

筑後川水系は、昭和 39 年 10 月に水資源開発水系に指定され、昭和 41 年２月に水資源

開発基本計画（１次計画）を決定した。その後、３回の全部変更を経て、現行計画は平成

17 年４月に決定された４次計画となっている。 

今般、小石原川ダム建設事業に係る記載内容の変更が必要であるため、一部変更につい

て審議するものである。 

 

〔変更理由〕 

現行計画に記載されている小石原川ダムは、平成 31 年度までを予定工期としていたと

ころであるが、平成 30 年度及び令和元年度にダム建設調整費制度及び特定事業先行調整

費制度を適用し、事業費の償還及び回収期間として、9 年の工期延伸が必要となった。こ

のため、現行計画の予定工期を変更する必要がある。なお、小石原川ダム建設事業につい

ては、現行計画どおり令和元年度に概成している。 

 

〔変更内容〕 

  ① 小石原川ダム建設事業 

予定工期の延長 

 平成４年度から平成 31 年度まで → 平成４年度から令和 10 年度まで 

ただし、概成は令和元年度 

  

資料２ 



 

 

 

 

 

 

筑後川水系における水資源開発基本計画の一部変更（案） 

「新旧対照表（案）」 

 

現行計画（平成 17 年 4 月 15 日閣議決定） 変  更  案 

平成 17 年 ４ 月 15 日 閣議決定 

平成 25 年 ２ 月 22 日 一部変更 

平成 27 年 12 月 18 日 一部変更 

平成 30 年 ６ 月 26 日 一部変更 

 

 

1 水の用途別の需要の見通し及び供給の目標 

（略） 

 

2 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関

する基本的な事項 

(1) ～ (4)  （略） 

 

(5) 小石原川ダム建設事業 

事 業 目 的 （略） 

事 業 主 体 （略） 

河 川 名 （略） 

新規利水容量 （略） 

予 定 工 期 平成 4 年度から平成 31 年度まで 

 

 

3 その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化

に関する重要事項 

（略） 

 

 

 

平成 17 年 ４ 月 15 日 閣議決定 

平成 25 年 ２ 月 22 日 一部変更 

平成 27 年 12 月 18 日 一部変更 

平成 30 年 ６ 月 26 日 一部変更 

令和● 年 ●月 ●日 一部変更 

 

1 水の用途別の需要の見通し及び供給の目標 

（略） 

 

2 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関

する基本的な事項 

(1) ～ (4)  （略） 

 

(5) 小石原川ダム建設事業 

事 業 目 的 （略） 

事 業 主 体 （略） 

河 川 名 （略） 

新規利水容量 （略） 

予 定 工 期 平成 4 年度から令和 10 年度まで  

ただし、概成は令和元年度 

 

3 その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化

に関する重要事項 

（略） 

 

 

 


